
ぐるっと・つーバス（津市）：商業施設とのタイアップによる NPO 運営のバス

地域と交通の状況 【宅地化】【中心市街地衰退】【生活交通の確保】
・ 津市は三重県の県庁所在地として県の中心的な都市であるとともに、名古屋市中心部からも鉄道・自動車で 1

時間程度、中部国際空港へは高速船の乗場である「津なぎさまち」から 40 分程度と、大都市圏のベッドタウン
としての機能も有している。

・ 津市は、比較的バス路線は充実していたものの、バス利用者は年々減少し、バス路線も経営悪化を理由に
年々減少している状況にあった。郊外型ショッピングセンターの立地などにより中心市街地の機能が低下し、
高齢者の買物や通院等にも不便な状況であった。

活用メニュー（制度・協議会等） 【市町村の補助（バス）】
・ 平成 13 年に、自治会、老人会、市民活動団体、病院、津商工会議所、三重交通、商店街等の参加団体から

なる「津の街いきいきバスネットワーク」により、コミュニティバスの導入と、買い物・病院など高齢者が利用しや
すい交通網と路線整備に関する「老人バス助成の無料パス方式とコミュニティバスの導入、路線の整備を求め
る要望書」が津市へ提出された。

・ 協議の結果、津市が事業主体ということではなく、津市が事業主体とはならず、あくまでも地域住民が主体とな
ったバスとすべきとの考え方により、地域関係者やバス事業者が主体となる方向で検討を進めることとなった。

・ 運行に関する具体的な検討や試走会を経て、平成 16 年 4 月に有志により「NPO 法人バスネット津」が立ち上
げられた。同時に、市民（市民応援団）、企業（商店街、病院、スーパーなどの協賛金）の協力を得て、コミュニ
ティバス「ぐるっと・つーバス」を新設し、運営を行うことになった。運行は三重交通に委託されている。

・ 運行に対する補助として、平成 16 年の運行に合わせて制定された津市の「津市バス運行事業補助金交付要
綱」による規定額が支給されている。この要綱は、市民が主体的に運営する交通事業に対して補助され、運行
費の 45%以内かつ市の予算の範囲内の金額が支給される制度である。

サービス内容 【路線設置】
・ 中心駅である近畿日本鉄道名古屋線津新町駅を始発・終点とする一方向の循環運転を行っている。所要時

間は約 40分で、概ね 1時間に 1本程度の頻度で運行されている。運賃は一乗車 100円（大人・子供・身体障
害者同額）の均一制である。

・ 各バス停を出発する時分が統一されており、覚えやすいパターンダイヤとなっている。
・ 津新町駅で次発のバスを利用する場合に限り、乗継票を提示することで 100 円の運賃のみで乗継できる。概

ね1時間毎の運行であり、約 40分で一周する路線であることから、待ち時間20分で次発のバスに乗継可能と
なっている。（一部時間帯は除く）

・ バス停として、商店街や市内各地の病院が設定されており、買い物や通院に便利な路線網となっている。
・ 三重交通の路線で使用できるバスカードでも乗車することができる。
・ 回数券（1,000 円で 11 枚）も設定されている。
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高齢者に利用しやすい環境の構築 【知見：需要に応じたサービス供給】
・ 本来の運行目的である「高齢者の買い物・通院利用の利便性向上」を達成するため、運行時間の拡大や運行

頻度増など、通勤・通学利用など他の利用目的による利用者増を必要以上に追求しない運行サービスの提供
により、高齢者が車内で快適に移動できる環境が確保されている。

市と NPO法人との役割分担 【教訓：推進役の存在】
・ NPO 法人の中心として活動している人物は、三重交通 OB（元市議会議員）であり、必要な手続などの運行事

業や、市の公共交通への考え方にも精通している。必要な運行補助や制度の策定は市が行い、実際の運営や
運行業務を NPO法人が代行する、という役割分担がなされ、効率的な実務が行われている。

実務の運営・運行体制の継続 【教訓：永続的な取り組みの必要性】
・ 市では、本事例の成功をモデルケースとして市全域への運行拡大も NPO 法人へ打診したが、マンパワーの問

題等により断られた経緯がある。今後、組織の運営・運行実務を担当できる人材育成が、課題となっている。

 プロセスと調整

 創意工夫・知見・教訓
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効果 【生活移動手段の確保】【交通行動の変化】
・ 市内の商店街や病院が路線内のバス停として多く設定されており、高齢者の買い物や通院への利便性が、特

に向上した。利用者は、年間約 1 万 5 千人～1 万 7 千人程度である。
・ 中部国際空港へ高速船利用により 40 分で到達可能な乗船場である「津なぎさまち」へも路線を延伸し、国際

空港へのアクセス交通としての機能も有している。
負担 【市町村負担】【住民負担】【地元企業負担】
・ 年間で、運行経費の約 1 千万円に対して、「津市バス運行事業補助金交付要綱」による市からの運行補助金

は約 400 万円、運賃収入は約 150 万円である。
・ 協賛金として、三重交通から約300万円、沿線企業から約 150万円が出資されている（病院1口2万円／月、

スーパー1 口 5 千円／月、商店街（回数券購入））。この他に、市民からの出資である「市民応援団」から、3 万
3千円（11人）の出資がある。市民応援団への出資は、1口 3千円であり、うち千円分は回数券として利用可能
となっている。

 効果と負担

 連絡先、参考 URL 等

連絡先：津市都市計画部交通政策課 電話 059-229-3289

参考 URL：NPO法人バスネット津ホームページ http://www8.plala.or.jp/busnet-tsu/index.html

問題提起の組織設立 【プロセス：体制構築】
・ 高齢者の外出支援や、新たな公共交通のニーズを開拓するという問題意識から、平成 13 年 4 月に「津の街い

きいきバスネットワーク」が設立された。6 月には、市民 9,418 人の署名を添付した要望書が市へ提出された。
・ 同年 9 月には、地球環境にやさしく持続可能な公共交通のあり方を研究し、中心市街地活性化や高齢化社会

への緊急課題にも取り組む「バスネット研究会」（構成団体は、津市ボランティア連絡協議会、津市役所商業活
性化室、津の街いきいきバスネットワーク、まちづくり津夢時風、丸之内商店街振興組合、三重交通と関係自治
会）が設立された。

・ 最終的には、平成 16 年 4 月に設立された「NPO法人バスネット津」による運営・運行が行われることとなった。
運営・運行形態の検討 【プロセス：体制構築】
・ 実際の運営・運行形態の検討に当たっては、運行形態や運行間隔、運賃による費用の試算や、協賛金や市の

補助など経費の確保方法などが検討された。その際、既に NPO 法人による運営・運行が行われていた先行事
例である四日市市の「生活バスよっかいち」を参考として、NPO 法人設立の手続きや道路運送法認可について
も合わせて検討した。



図．ぐるっと・つーバス路線図
出典：NPO 法人バスネット津資料
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図．ぐるっと・つーバス時刻表
出典：NPO 法人バスネット津資料
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